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資料３

ステップ２の見直しの進め方について（案）

１ 現在の状況

ステップ１として、重点地域の拡大や通報連絡体制の強化など、初動対応を中心とし

た見直しを行ったところ。（防災会議（平成２４年１１月２９日開催）において決定）

２ 今後の見直しの進め方

（１）ステップ２

以下の指針等を踏まえ見直し案を作成し、平成２５年３月内の修正を目途として原

子力防災部会等で審議していく。

ア 原子力災害対策指針（平成２４年１０月３１日 原子力規制委員会）

イ 防災基本計画原子力災害対策編（平成２４年９月６日 中央防災会議）

ウ 原子力災害対策編作成マニュアル（平成２４年１２月一部改訂 内閣府・消防庁）

なお、指針に関して１２月までに示すとしていた具体化が遅れに伴い、一部項目を

除き、検討時期をステップ３以降とする。

（２）ステップ３以降

ステップ２に引き続き、原子力災害対策指針等を踏まえた見直しを進めていく。

現状 変更（案）

ステップ１
（２４年１１月完了）

初動対応を中心とした
見直し ○重点区域の暫定拡大

(６町→１３市町村）
○通報連絡の強化

ステップ２ ステップ２
（２５年３月目途） （２５年３月目途）

○避難基準等の設定 ○避難基準等の設定（一部）
○SPEEDI予測結果の活用
○緊急被ばく医療(一部) ○緊急被ばく医療(一部)

国防災指針の改定を ○緊急時モニタリング(一部)
踏まえた見直し

ステップ３ ステップ３
（２５年４月以降） （２５年４月以降）

○重点区域の本格設定 ○避難基準等の設定
○緊急被ばく医療(一部) ○重点区域の本格設定
○緊急時モニタリング(一部) ○SPEEDI予測結果の活用

○緊急被ばく医療
○緊急時モニタリング
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ステップ３（４月～）

ｒ１

福島県地域防災計画（原子力災害対策編）の見直しの進め方イメージ図（平成２５年２月版）

平成２４年 平成２５年
９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月以降

防災会議

県

原子力
防災部会

市町村等

県民

（国指針） (10/31) (12/12)
決定 補足参考資料公表

総理大臣
報告

意見照会

部会②

幹事会議

防災会議

部会③

意見照会

パブリックコメント

部会④

(幹事会議)

総理大臣
報告

ステップ２ 指針等を踏まえた見直し（１２月～３月）

【主な修正】
○重点地域の暫定
拡大(13市町村)

○通報連絡の強化

【主な修正案】
避難基準等の設定（一部）
緊急被ばく医療（一部）

防災会議

【検討課題】
○避難基準等の設定
○SPEEDI予測結果の活用
○重点地域の本格設定
○緊急被ばく医療
○緊急時モニタリング

パブリックコメント

ステップ１（９～１１月）
初動対応等の見直し
（震災対策編等と同時）

11/29

11/21

11/21

12/3

ＷＧ①

1/10

2/4

部会①

9/5



- 3 -

原子力災害対策指針の計画反映を検討するステップ（案）

原子力災害対策指針 検討時期

目次 概要 スケジュール等 ステップ ステップ 備考
２ ３

前文 ○目的・趣旨、対象、過去の経緯
○基本的な考え方

・住民視点での防災計画の策定
・長期化を考慮した情報提供体制の構築
・最新知見に基づく判断基準等の見直し

第１ 原子力災害
（１）原子力災害及び原子力事 ○災害の意味、事業者の責任

業者の責任

（２）放射性物質又は放射線の ○複合的な放出形態
放出形態及び被ばくの経路

（３）原子力災害の特殊性 ○災害未然防止が極めて重要
○一般災害対策との連携

（４）放射線被ばくの防護措置 ○住民被ばく防護が最も重要
の基本的考え方 ○ＩＣＲＰ等の原則

○被ばく以外の健康影響も抑制

第２ 原子力災害事前対策 ○年度内 当初１２月にＥＡＬ／ＯＩＬを指針に
（１）原子力災害事前対策の基 ○未然防止のための予防対策 盛り込むとしていたが、遅れている状

本的考え ○段階に応じた最適な方法で災害影響を緩和 況（このため検討時期をステップ２か
○平時から計画整備、訓練の実施 らステップ３とする）

（２）緊急事態における防護措 ○事態を準備段階・初期対応段階・中期対応段 また、事故炉等の実情を踏まえた本県
置実施の基本的考え方につ 階・復旧段階に区分 独自の指針（指標等）を国に求めてい
いて ○初期対応段階においては、観測可能な指標に るが示されていない（このため検討時

よる迅速な意思決定 期をステップ２からステップ３とす
○緊急時活動レベル（ＥＡＬ） る）
○運用上の介入レベル（ＯＩＬ）

（３）原子力災害対策重点区域 ○予防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ）と
して半径５ｋｍを目安

○緊急時防護措置を準備する区域（ＵＰＺ）と
して概ね３０ｋｍを目安

○プルーム通過時の防護区域（ＰＰＡ）は今後 未定
検討

○複数道府県にかかる場合国が積極的関与

（４）原子力事業者が講ずべき ○防災業務計画の策定、訓練の実施等 （事業者防災業務計画等）
原子力災害事前対策 ○異常事態の通報は極めて重大な責務

（５）緊急時における住民等へ ○平時から体制を構築しておく必要
の情報提供のための体制整 ○報道機関等を通じた情報提供体制の構築
備

（６）緊急時モニタリングの体 ○第一段階は、緊急事態発生直後から開始し、 ○２５年３月に 当初１２月までにモニタリング指針の
制整備 ＯＩＬに照らし防護対策を判断 とりまとめ 中間取りまとめを行うとしていたが、

○第二段階は、より広範囲を実施し、全体的影 遅れている状況
響、被ばく評価、防護対策の判断等 （今後４回程度開催し、３月にとりま

とめ指針へ反映）

（７）緊急被ばく医療体制の整 ○災害医療組織の最大活用、指揮系統の確認 ○１２月に 当初１２月までに対応策の方向性を取
備 ○受入機関の選択では拡散予測も考慮 対応策の方向性 りまとめるとしていたが、遅れている

とりまとめ 状況

（８）平時からの住民等への情 ○平時から重点区域内住民に必要な情報提供
報提供 ○在り方は今後検討

（９）オフサイトセンター等の ○ＰＡＺ及びＵＰＺの目安を踏まえた立地
整備 ○放射線防護対策、地方公共団体との連携

○代替施設、通信経路の複線化
○ＯＦＣに加え現場活動拠点の設定

（１０）諸設備の整備 ○放射線計測機器、避難等判断システムによる
予測、情報共有システム

○放射線防護資機材
○ＳＰＥＥＤＩ等の予測情報の活用、緊急被ば

く医療用資機材は今後検討

（１１）防災関係資料の整備 ○組織、社会環境等の情報
○常に最新にするための仕組の構築

（１２）防災業務関係者等に対 ○安全文化の維持向上に資する姿勢の育成
する教育訓練

第３ 緊急事態応急対策 （ＵＰＺの避難等にＯＩＬを適用する
（１）緊急事態応急対策の基本 ○観測可能な指標に基づく防護措置が重要 ステップ３以降で検討）

的な考え方

（２）異常事態の把握及び緊急 ○異常事態把握のための手順
事態応急対策

（３）緊急時モニタリングの実 ○特定事象通報でモニタリング開始 ○２５年３月に
施 ○委員会は自ら実施また結果を統括して管理 とりまとめ

（４）緊急時における住民等へ ○正確、迅速かつ分かりやすい情報提供
の情報提供 ○定期的に繰り返し伝達を実施

○要援護者、一時滞在者等に十分配慮
○広報技術を習得した者が発信
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原子力災害対策指針 検討時期

目次 概要 今後の ステップ ステップ 備考
スケジュール ２ ３

（５）防護措置 ○屋内退避 当初１２月にＥＡＬ／ＯＩＬを指針に
○避難 盛り込むとしていたが、遅れている状
○安定ヨウ素剤の服用 況（このため検討時期をステップ２か
○緊急被ばく医療 らステップ３とする）
○スクリーニング
○飲食物摂取制限
○防災業務関係者の被ばく防護
○防護措置の解除

（６）核燃料物質等の輸送時の ○事業者、運搬事業者、国が主体として実施 （事業者防災業務計画等）
防災対策

第４ 原子力災害中長期対策
（１）原子力災害中長期対策の ○関係者の対話が重要

基本的考え方

（２）発災後の復旧に向けた環 ○経時的な変化を継続的に把握
境放射線モニタリングの実 ○データ収集、保存活用の一元的なシステム
施

（３）発災後の復旧に向けた個 ○個人被ばく線量の推定、実測による適切な防
人線量推定 護措置と除染の実施

（４）発災後の復旧に向けた健 ○放射線疾患だけでなくメンタルケア等も含め
康評価 た長期的な健康評価の実施

（５）除染措置 ○社会要因を考慮した効率的な計画
○住民等の除染を国、地方公共団体が支援
○従事者の被ばく線量管理

（６）緊急時被ばく状況から現 ○３つの被ばく状況の取扱と考え方 ○今後検討 （現段階で計画に反映できるものがな
存被ばく状況・計画的被ば いのでステップ３以降とする）
く状況への移行の考え方

第５ 東京電力株式会社福島第 ○被災者及び被災地の実態を踏まえたきめ細か 当初１２月までに第一段階とりまとめ
一原子力発電所事故について い対応を適切に講じていくことが必要 ○１２月に を行うとしていたが遅れている状況
（１）中長期的対策について 第一段階とりま （ステップ３以降とする）

とめ
（２）原子力災害対策重点区域 ○他の原子力施設と一律のＰＡＺ等は不適当

について ○リスク評価等を踏まえた更なる検討

第６ 今後、原子力規制委員会 ① 原子力災害事前対策の在り方 今後、状況に応じて対応
で検討を行うべき課題 ② 緊急時モニタリング等の在り方

③ オフサイトセンターの在り方
④ 緊急被ばく医療の在り方
⑤ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故への対応
⑥ 地域住民との情報共有等の在り方

第７ 結び ○不断の見直しを実施


